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1.はじめに

わが国では地方分権化,規制緩和を理念として教育行

政改革が実施に移されようとしている。しかし学校財政

制度の地方分権化の必要性が叫ばれながら,財政制度改

革については十分な議論も展開されず,財政制度改革を

伴わない教育改革が進行している。教育改革を支える財

政制度のあり方を検討する必要があると言える。

アメリカ合衆国では,特に1990年代に入り,教育成

果の向上という教育改革の目標と密接に関連しながら学

校財政制度改革が展開されている。つまり教育改革と連

動して学校財政制度のあり方が議論され,制度改革が展

開されているのである。この点が1990年代のアメリカ

合衆国での学校財政制度改革の特徴であり,注目すべき

点である。

これまでアメリカ合衆国の学校財政制度は,地方学区

レベルでの財産税を財源とする財政運営を基本としてき

たために,地方学区間の貧富の格差が著しく,それが学

校教育費の格差を生み,子どもたちの教育を受ける条件

に不平等をもたらすという問題点を常に抱えてきた。し

たがって州レベルでの補助金制度の整備などを通じて,

地方学区問の教育費支出の格差,あるいは税負担の格差

の是正が図られてきた。そこでは支出や税負担といった

財政制度のインプットに関心が向けられていた。ところ

が1990年代での議論は,教育成果というアウトプット

にも関心を向けて,学校財政制度のあり方が議論されて

いるのである。つまり教育の機会が平等であるかどうか

を問うだけでなく,その質の問題,すなわちすべての子

どもが十分な教育の水準に達することができるような資

源が投入されているかどうか,財政運営がなされている

かどうかが問われるようになってきたのである。教育改

革の理念における日米の相違はあるものの,学校教育の

改革を促進する財政制度のあり方の議論は,わが国での

学校財政のあり方を考える際にも重要な視点を提供する

ものと言えよう。

そこで本論文では,アメリカ合衆国における1990年

代の学校財政制度改革に注目し,財政制度をめぐる新た

な議論の特徴を整理するとともに,実際に各州において

いかなる制度改革が展開されているのか,その実態を明

らかにし,教育改革と連動した学校財政制度のあり方を

探ることを目的としている。

2.学校財政制度訴訟の第3の波と学校財政制度改革

(1)学校財政制度訴訟の展開

アメリカ合衆国では,学校財政制度のあり方をめぐり,

多くの州で訴訟が展開されてきた。最初の波は, 1960

年代後半から1970年代はじめにかけての時期に生じた

ものであった。この時期の訴訟は連邦裁判所が舞台とな

り,地方学区間の財産が起因する教育費の格差が,連邦

憲法の修正第14条すなわち平等保護条項に違反するか

どうかが争点となっていた(I)。

1971年のカリフォルニア州でのセラノ判決では,千

どもの教育を受ける機会が,子どもたちがたまたま居住

している地域の財産の寡多と相関関係があることが問題

として認識され,基本的権利である教育を受けることに

おいて平等が保障されていないとして,原告の訴えを認

めてカリフォルニア州の学校財政制度が連邦憲法修正第

14条に違反するという判決が下された。これに対して

テキサス州のロドリゲス判決(1973年)では,地方学

区間の教育費格差の問題性を認めたものの,連邦憲法修

正第14条の平等保護条項によって保障されるべき事項

ではないとして,連邦憲法には反しないという判決が下

された。このロドリゲス判決により連邦裁判所での訴訟

の道が断たれることになり,以後は州裁判所で州憲法や

州法に基づく訴訟が展開されていくことになる。

州憲法,州法に基づく訴訟が第2の波の時期となる。

その発端となったのがロドリゲス判決と同じ1973年の

ニュージャージー州でのロビンソン判決であったOロビ

ンソン判決は,地方学区問の不平等な教育費の実態が,

無償の学校教育に対する「ゆきとどいた,効率的」とい

う条件に反しているという判断を下し,そしてすべての

子どもに平等な教育機会を提供する点において教育につ

いての責任を州に課したのである。このような州憲法,

州法に基づく訴訟が1980年代はじめまで多くの州で展

開された。

以上のように,特に1970年代には多くの州で学校財

政制度をめぐる訴訟が展開され,合憲判決,違憲判決に

判断は分かれ,その根拠法にも相違はあったものの,い

ずれの場合でも生徒1人当たりの教育費の地方学区間の
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著しい格差が問題とされており,判決に促されるかたち

で,州レベルでの学校財政制度改革が活発に展開された。

違憲判決が出された州では,裁判所の命令に合致する制

度改革が模索されたが,合憲判決が出された州において

も,例えばロドリゲス判決のテキサス州においても,学

校財政制度のあり方が支持されたわけではなく,地方学

区問の格差是正のための改革が行われていた。また訴訟

が提起されていない州でも,裁判を回避するために改革

が行われた州もあった。このため1970年代には多くの

州で学校財政制度改革が行われることになり,その数は

1971年から1979年の間に27の州にも上った(2)。

この時期の学校財政制度に対する問題関心は,各地方

学区の生徒1人当たりの教育費,及び税負担であり,そ

れらの地方学区間の著しい格差に向けられていた。その

是正が改革の目的であり,貧しい地方学区に対する州補

助金制度の整備,裕福な地方学区に対する財政コントロー

ルの設定などを通じて均等化が図られ,教育費や税負担

の平等の観点からの学校財政制度の公正(equity)が追

求された。また地方学区の財産価値と教育費との間の相

関関係が問題となり,両者の連鎖を断ち切ることを要求

する「財産(財政)中立性(wealth (fiscal) neutrality)」

の原則が提唱され,各州の学校財政制度の公正を検討す

る重要な視点となった。

こうした州学校財政制度改革により,州の教育費負担

割合が急増したことが最も大きな転換点となった。 1970

年には公立の初等中等学校の教育費負担の割合は,地方

学区が52.1%,州が39.9%であったのが, 1980年には

州と地方学区の負担割合が逆転し,州が46i地方

学区が43.4%となった。これはこの時期に州から貧し

い地方学区への補助金が増大したことを示している(3)。

ところが1983年に「危機に立っ国家」が公表され,

全米で教育改革の気運が一気に高まると,平等,公正へ

の関心よりも,優秀性への関心が高まることになり,教

育の質を高める教育制度の改革に関心が移ることになっ

た。このため1970年代に課題とされた学校財政制度に

おける公正の実現,平等の保障の理念は後退し,地方学

区間の格差是正においては見るべき進展がなかったとい

われている(4)。また学校財政制度訴訟についても1980

年代半ばから後半にかけては空白期であった。こうした

公正への関心の減退が,学校財政制度訴訟の第3の波を

招く一因になったのである。

(2)学校財政制度訴訟の第3の波-1990年代の学校財政

制度をめぐる議論(5)

1989年にケンタッキー州,テキサス州,モンタナ州

においていずれも州の学校財政制度を違憲とする州最高

裁の判決が下された。これらの判決がきっかけとなり,

多の州において訴訟が相次ぎ,訴訟を経験しなかった州

がわずかに7州だけという活発に訴訟が展開された時期

となった(6)。訴訟で争われたのは,これまでの訴訟と

同様に,裕福な地方学区と貧しい地方学区との間の教育

費の格差であった。違憲判決は,州憲法の教育条項を根

拠に,その規定が州に求めている要件を州学校財政制度

が満たしていないという判断が下されたものであった。

こうした訴訟の動向により, 1980年代には優秀性を

求める教育改革の展開により関心が薄らいでいた財政上

の不平等,学校財政制度改革が再び各州での主要な議題

として取り上げられる傾向が強まった。しかもこの時期

の学校財政制度をめぐる議論は新たな展開を見せること

になった。

1989年にケンタッキー州最高裁での判決(R,ose v.

Council for Better Education,Inc.)は,学校財政制

度にとどまらず,州の教育制度全体を憲法に反するとい

う判断が下された点で,重要なものと捉えられている。

しかも単に憲法の規定する条件が満たされていないこと

を指摘するだけでなく,州教育制度が満たすべき基準を

具体的に示した点が重要であった。

ケンタッキー州憲法第183条は,議会は適切な法によっ

て,州の至る所でコモンスクールの効率的なシステムを

提供すること,と規定している。州最高裁はこの規定に

基づき,州議会が州憲法が要求している効率的なシステ

ムを提供することに失敗しているとの判断から,州の学

校教育システム全体を憲法違反と宣告したのである(T)。

さらに州最高裁は,教育はすべての子どもに与えられる

基礎的,基本的な憲法上の権利と捉え,州議会に対して,

初等中等学校の新しいシステムを再構築するように命じ

た。しかも重要なことは,判決の中で効率的システムが

満たすべき最低限の条件が具体的に示されたことである。

中でも「適切な教育(adequate education)」の定義が

示された点が特筆される。それらは以下の通りである。

1.コモンスクールの設立,維持,財政は,州議会が

一手に引き受ける責任である。

2.すべての者に対して無償である。

3.すべてのケンタッキー州の子どもに利用できる。

4.州全体を通じて実質的に統一的である。

5.すべてのケンタッキー州の子どもたちに対して,

居住している場所や経済的環境に関わらず,平等な

教育機会を提供する。

6.浪費,重複,誤った管理運営,政治的影響を受け

ないことを保証するために,州議会によって監視さ

れる。

7.適切な教育が憲法上の権利であるという前提で運

営される。

8.州議会からの財政支出は,適切な教育を子ども1

人1人に提供できるように十分なものでなければな

らない。
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9.適切な教育は,以下のような7つの能力を発展さ

せるものとして定義される。

・複雑で急速に変化する文明社会で生活することを

可能とする話す・書くという十分なコミュニケー

ション技能

・選択を可能とする経済的,社会的,政治的システ

ムについての十分な知識

・コミュニティ,州,国に影響を与えるような問題

の理解を可能とする政治過程についての十分な理

解

・十分な自己認識,自らの心身の健康についての知

H

・文化的,歴史的遺産を鑑賞できるほどの十分な芸

術における基礎

・生涯の仕事を知的に選択し,追求することができ

るように,学問や職業の領域での十分な訓練ある

いは上級の訓練のための予備訓練

・周辺の州において,学問の世界で,労働市場にお

いて有利に競争することを可能とするような十分

なレベルの学問上の,職業上の技能

以上の定義は,他の州の判決でも引用されるはど大き

な影響を及ぼしたものとなった。

このケンタッキー州の最高裁判決の翌年, 1990年に

ニュージャージー州において画期的な判決(Abbott v.

Burke)が下されている。ニュージャ-ジー州最高裁は,

州憲法で保証されている「ゆきとどいた,効率的な」教

育制度の規定を宜しい大都市学区に適用されるときに,

当時の制度が憲法に反するという判断を下した(8)。つ

まり大都市地方学区の状況を違憲と判断したものであり,

貧しい大都市地方学区の条件の改善を求めたものであっ

m

ニュージャージー州最高裁も,州議会に対して財政制

度の改善を命令し,その基準を明示していた。

1.より貧しい大都市地方学区と財産の豊かな地方学

区との問の通常の教育プログラムのための支出を均

等化すること。

2.大都市地方学区の不利な条件を改善するために,

大都市地方学区の特別な教育ニーズを満たすための

追加的資金を提供すること

3.貧しい大都市地方学区に対する資金提供が毎年確

実であり,地方教育委員会の予算や課税の決定に依

存しなくてもよいことを保証すること。

4.最低限の補助金を廃止すること。

5. 1991-92年には新しい補助金方式をスタートさせ

ること。

以上のように,ケンタッキ-州でもニュージャージー

州でも裁判所は具体的に制度改革の条件を明示していた。

このことは州議会に即座に制度改革を行うよう促すもの

であった。これらの判決の新しい側面を指摘するならば,

まず第一に,貧しい地方学区と裕福な地方学区とのギャッ

プを解消することを強く求めたことである。特にニュー

ジャージー州の判決で特徴的であるように,貧しい大都

市の地方学区に焦点を当て,それらの地方学区が最も裕

福な地方学区と同じ条件となるような制度改革を求めた

のである。ケンタッキ-州の判決でも,地方学区の80

%の子どもたちが残り20%の地方学区の子どもたちと

同じように良い教育を受けていないということを問題と

していた(9)。

第2に,ケンタッキー州の判決で明らかなように,

「適切な教育」を提供することが必要であるとし,判決

の中でその定義を明示したことである。この「適切な教

育」は,教育改革の展開と密接に連動しており,高いレ

ベルでの教育成果の達成を意味するものである。しかも

ここで重要なことは,この「適切な教育」の水準をすべ

ての子どもに保証することが求められていることである。

つまり子どもたち1人1人の教育ニーズに対応し,特に

教育を受ける上で不利な立場にある子どもたちへの補償

教育を充実させることが求められる。

1990年代の学校財政制度訴訟では,従来と同様に地

方学区間の不平等を問題とする公正の実現を目指したも

のであるが,これまでの訴訟では貧しい地方学区に対し

ても標準教育費レベルを保証するという考え方,あるい

は地方学区の財産価値と教育費水準との関係を断ち切る

という考え方に基づいていたのが, 1990年代では上述

したように貧しい地方学区と裕福な地方学区との格差を

実質的に解消することを要求している点が新しい特徴で

ある。そして単に地方学区間の均等化を追求するだけで

なく,教育のあり方にまで関心を深め,すべての子ども

が高いレベルの教育水準に到達することができるように,

「適切な教育」の実現を支援するように学校財政制度の

改革を求めている。このように財政制度と教育のあり方

とを結びっけて論じられるようになった点が新しい方向

性として捉えることができる。

3. 「公正」概念と「適切性」概念

アメリカ合衆国における学校財政制度に関しては,常

にその制度が公正であるかどうか,いかなる制度が公正

であるのかが重要な論点であったと言える。それは地方

学区間での生徒1人当たりの教育費支出の著しい格差に

対して,貧しい地方学区に居住する子どもの教育を受け

る機会を不平等にしているとして,その是正を求めてき

た。

公正の概念は,学校財政研究の中心テーマであったが,

各地方学区の教育費支出,税率などを基に,各地方学区

問の格差や財産価値との相関係数などを測定し,どの桂
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度の格差があるのか,教育費支出と財産価値との相関が

どの程度強いのかといった分析により,量的に公正の程

度を測定するという研究が積み重ねられてきた。ベルン

とシュティーヘルのの著作『学校財政における公正の測

定』 (1984年)は,学校財政における公正概念の枠組み

を総合的に示し,その様々な測定方法をまとめたもので

ある。この著作において,公正は,すべての子どもが平

等であることを規定する水平的公正(horizontal equity),

子どものニーズに応じた資源配分の相違を認識した垂

直的公正(vertical equity),資源配分と財産価値な

どの変数との関連があってはならないとする機会均等

(equal opportunity)という定義がなされていた(10)。こ

れらはいずれも教育費や税負担などインプットに焦点を

当てた公正概念であり,それらを量的に程度を測定する

ことにより公正であるかどうかを判断しようとするもの

であった。

以上の公正概念と研究関心は, 1990年代に入り,梶

本的に転換しようとする方向に向かってきた。オッデン

は,学校財政の公正についての分析のために,学校財政

の公正の指標を一般的な教育的指標として発展してきた

ものに結びっける必要があること,その分析枠組みは,

教育費の支出や収入の枠を超えて,資金が投入されるカ

リキュラムや教授上の教育資源に目を向ける必要がある,

ということなどを指摘していた(ll)。そしてオッデンとパ

イカスは, 『学校財政:政策展望』 (1992年)の中で,

ベルンとシュティ-ヘルの分析枠組みを発展させ,水平

的公正,垂直的公正,財政中立性(fiscal neutrality,

ベルンとシュティーヘルの枠組みの機会均等と同様の定

義)に加えて,教育効果(effectiveness)の公正をつけ

加えている。教育効果の公正は,教育の効果を上げるよ

うに資源が用いられているかどうかの程度を評価するも

のである(12)。このことはインプットだけでなく,アウト

プットにも焦点を当てて,公正について捉えようとして

いることを示している。この点に1990年代の公正概念

の新たな側面を見ることができる。

このような公正概念の拡充とともに,学校財政制度の

新たな基本原理として「適切性(adequacy)」の概念が

主張されるようになる。この概念は,ケンタッキー州で

の判決に典型的に見られたように,学校財政制度訴訟の

中で裁判所によって唱えられた考え方でもあった。 「適

切性」の概念は,相対的ではなく絶対的なアウトプット

基準を十分に満たす資源のレベルと定義される(13)。 「適

切性」の議論をリードしているクルーンは, 「適切性は,

州到達度テストの最低合格成績というような何らかの教

育成果を達成するのに十分な(あるいは適切な)資源を

いう」と定義している(14)。このように適切性概念はアウ

トプットに関連づけた概念であり,しかもそれは相対的

に定義されるのではなく,絶対的な基準を満たすことを

求める考え方であると捉えることができる。

クルーンは,公正概念と適切性概念について,実践上

は必ずしもはっきり区別できるわけではないとしつつも,

両者を明確に区別し,公正から適切性-の転換を主張し

ている。クルーンは,以下の3つの状況において,適切

性は,公正によって要求されるものとは異なる結果ある

いは救済策を命じることができると述べている。その状

況とは, ①実践上,ある州のすべての学校が不十分であ

り,その救済策が教育のための新しい資源を保証しなけ

ればならないとき, ②生徒,学校,地方学区のある特定

グループが,最低限の達成基準を満たすために余分の資

源を必要とし,その救済策が何らかの補償教育補助金を

含まなければならないとき, ③最低限の達成レベルに到

達するために,学校がもっと効果的で,効率的であるこ

とを必要とし,その救済策が教育改革やアカウンタビリ

ティの要素を含まなければならないところ,というもの

である(15)。

この適切性の概念と公正の概念との関係をいかに考え

るかは,議論の分かれるところである。クルーンは区別

して捉えているが,オッデンとパイカスの分析枠組みで

明らかなように,公正概念の中で教育の成果などアウト

プットの要素を含めることは可能である。公正概念の1

つである垂直的公正として適切性概念を捉える見方もあ

る(16)。両者を区別して捉えるにしても,公正概念の中に

含めて適切性を捉えるるにしても,両者の関係を明確に

していくことが重要であろう。

これまでは,たとえ公正の概念によって妥当な制度と

判断された場合でも,カリフォルニア州において典型的

に見られたように(17)低い水準での公正ということもあっ

たのであり,それが必ずしも子どもの利益に結びつくわ

けではない場合もあった。また子どものニーズに対応す

ることを要求する垂直的公正であっても,それにより高

い水準が保証されるわけではない。これに対して適切性

の概念は,高い水準での教育目標をすべての子どもが達

成するのに必要な資源を保証することを求めるものであ

る。したがって,適切性概念は公正概念がもっていた問

題点を補うものと捉えることができる。他方,適切性概

念が伝統的な公正概念の要素と全く無関係であったとす

れば,不当な格差が生じることを意味するのであり,そ

れはすべての子どもにとっての利益とはならないであろ

う。このように考えると,伝統的な公正概念と適切性概

念の両方を含む視点で学校財政制度を捉えていくことが

必要であろう。

4.学校財政制度改革の実態

1970年代と同じように, 1990年代には学校財政制度

訴訟の判決に促されるかたちで,多くの州で学校財政制

度の改革が行われている。特に違憲判決が出された州で
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は,州議会が即座に判決に反応し,裁判所が要求する基

準に合致した制度改革を規定する法律を制定してきた。

州議会の判決に対する対応は様々であるが,主な手段と

しては, 1つには裕福でない学校や地方学区に利用でき

る資源レベルを引き上げること, 2つにはより平等にす

るように学校財政方式を修正することであった(IS)。

また納税者への対応から税制度改革の動向もみられ

る(19)。これは古くは, 1978年にカリフォルニア州でプ

ロポジション13が可決され,地方財産税の税率を1%

に制限する憲法改正がなされたことにさかのぼる。地方

の財源を低く抑えようとする動きは根強く, 1990年代

には,後述するように,ミシガン州では教育のための地

方財産税を廃止しようとする動きも見られるほどになっ

た。今日の学校財政制度改革の目標である適切性の考え

方は,十分な資金を必要とすることから,その財源の問

題は重要となる。

ここではいくつかの州での学校財政制度改革の展開を

取り上げ,その特徴を整理することにする。

(1)ケンタッキー州

1989年の判決の翌年, 1990年4月に,ケンタッキー

州教育改革法(Kentucky Education Reform Act of

1990, KERA)が成立した。これはカリキュラム改革,

学校の管理機構の改革,そして財政改革を規定するもの

であり,財政制度改革を含む総合的な教育改革を推進し

ようとするものであった。ここでは財政制度改革につい

てみておく。

KERAの制定により,新しい財政方式が採用された。

それは3つの段階からなるものである。第1は,基礎保

証額が設定され(1993-94年で2429ドル),この保証額

から地方学区の最低課税(1993-94年で100ドル当たり

30セント)による収入額との差額が,州補助金として交付

される標準教育費補助金方式(foundation program)で

ある。この基礎保証額は,貧困家庭の子ども,バス通学

を必要とする子ども,ハンディキャップをもっ子どもを

抱える地方学区により多くの保証額が交付されるように

調整がなされる。第2は,基礎保証額以上の収入を獲得

することを地方学区に対して認めるものである。基礎保

証額の15%までその収入を増額させることを認めるも

のである。そして財産価値が州平均の150%に満たない

地方学区に対して州補助金が交付される。第3は,基礎

保証額と第2の方式によって保証される資金額の30%ま

でその収入を増額させることを認めるものである。この

方式では州による補助金は交付されず,またこの方式で

の収入を得ようとする際には,有権者の承認を得なけれ

ばならない(20)。

このケンタッキー州の学校財政制度改革は,貧しい地

方学区への均等化補助金を交付すると共に,第3の方式

のように裕福な地方学区の収入に上限を設けるものであ

る。また第2,第3の方式において地方学区の判断で基

礎レベル以上の収入を獲得すること可能とし,しかも第

2方式では貧しい地方学区への補助金を設けて,貧しい

地方学区でも基礎レベル以上の収入獲得を容易にしてい

る点が特徴的である。

(2)マサチューセッツ州

マサチューセッツ州では, 1993年に州最高裁によって州

学校財政制度に対する違憲判決(McDuffy v. Secretary

of Executive Office of Education)が出された。この

判決は, 1989年のケンタッキー州での判決を引用し,

適切性の考え方に基づくものであった。それにより新し

い学校財政方式の創設が実現することになった(21)。

1993年に制定された教育改革法(Education Reform

Act)により,学校財政制度が大きく改革されることに

なった。改革の中心は, 「標準予算(foundation budget)」

の設定である。これは,教職員の給与,施設費,さまざ

まな教育活動費,図書などの設備費など項目ごとに標準

費が計算され,その合計が標準予算額となる。そして地

方学区の収入額との差額が標準教育費補助金として交付

される。地方学区の収入額は,前年の地方学区の収入額

を基に算定されることになっている。

その他,必要とされる収入額以上の収入を得ている地

方学区に対して交付される公正補助金(equity aid),

標準予算額以上の収入を獲得できる地方学区に対する最

低補助金(minimumu aid, 1993-94年で生徒1人あた

り25ドル, 2001年度で生徒1人あたり150ドル),学

校選択制により生徒数が減少した地方学区に対する補助

金(school choice aid)などの補助金が交付されてい

る(General Laws of Massachusetts Chapter 70)。

以上のような州の補助金制度の整備により,州の初等

中等教育費は拡充することになったが,州学校財政制度

のあり方については議論が続けられている。例えば,同

じ様な状況下にある地方学区間での財政支出の格差をど

のように縮小すればよいのか,というように地方学区問

の水平的公正に関する議論や,標準予算のレベルについ

て,果たしてそれが適切なレベルなのか,また州の財政

制度の目標はすべての地方学区に同じ支出額を保証すべ

きなのか,すべての地方学区に少なくとも最低限のレベ

ルを保証すべきなのか,という基本的な考え方をめぐる

議論がなされていた(22)。これは公正と適切性をめぐる基

本的議論と言えよう。

(3)ニュージャージー州

州最高裁による違憲判決(アポット判決)が出された

1990年に州議会は,教育の質改善法(Quality Education

Act, QEA)を制定し,学校財政制度改革を行ってい
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る。この法律により,州補助金制度の方式が税基盤保証

補助金(guaranteed tax base)方式から標準教育費補

助金(foundation aid)方式に変更となり,州レベル

で一定の教育費水準が保証されるようになった。そして

注目すべきは, QEAは特別なニーズを抱える地方学区

を定義し,その地方学区に基礎標準教育費を5 %増額す

ることを規定している点である。アポット判決は,貧困

な大都市学区の状況を取り上げて,違憲状態にあるとい

う判断を下していたのであり,そうした大都市学区への

補助金を増額することにより均等化を図り,判決に応え

ようとしていたのである。しかしQEAの制定によって

も問題が解決したわけではなく,その後もアポット地方

学区による訴えは続いていくことになる(23)。

州教育庁は, 1996年に「コアカリキュラム内容基準

(Core Curriculum Content Standards)」を制定し,

カリキュラムの基準を明確にした。これは,州憲法で規

定されている「ゆきとどいた,効率的な」無償の公立学

校制度において,すべての子どもが教育を受けることが

できることを保証するために, 13年間の公教育の修了ま

でに知っておくべき,そして身につけるべきことを規定

したものである(24)。翌1997年に州最高裁はこのコアカ

リキュラム内容基準を合理的な基礎として支持した。し

かし生徒がこの基準を達成するためのモデルは受け入れ

られないとして,財政制度について違憲の判決を下し

た(25)。

この判決に対して州教育庁は,アポットプランを設定

し,アポット地方学区に対して2億4610万ドルを計上

すると共に,補助対象となる26の地方学区に対して,

コアカリキュラム基準を満たすためにこの補助金をどの

ように効果的に,効率的に用いるか,計画を提出するよ

う要求した。また「総合教育改善財政法(Comprehensive

Educational Improvement and Financing Act CEIFA)」

を制定し,地方学区の運営を変更させるために州教育長

が地方学区に関与することを可能とした(26)。このように

州の監視下で,貧困で教育条件の厳しい地方学区がすべ

ての生徒が州の設定したカリキュラム基準を達成できる

ように,財政支援が行われるという制度が設けられるこ

とになったのである。

州補助金の算定においても,アポット地方学区につい

ては特別な規定がなされ,そのニーズに適応した地方学

区の支出額の設定がされたり,コアカリキュラム内容基

準のための補助金の設定もなされている。達成すべき教

育内容に対応した資金額の算定,貧しい地方学区のニー

ズへの配慮が規定されている(18A:7F-13, 18A:7F-14,

18A:7F-15)。ここに貧しい地域の貧しい家庭の子ども

など,教育を受ける上で不利な立場の子どもを含むすべ

ての子どもが,高いレベルの教育水準を達成するのに必

要な資源を保証するという適切性の考え方が具体化され

ている。

(4)ミシガン州(27)

ミシガン州では1993年7月に,州議会が地方の教育

財産税を廃止し, 1994-95年度の州の公立学校の資金を

約70億ドル減少させる決議を行った。そして同年12月

に州補助金の配分方法を規定する新しい法律を成立させ

た。そこでは税制度については住民投票による決定に委

ね, 1994年5月に新しい学校財政制度が成立した。

この学校財政制度改革の目的は,地方財産税への依存

を縮小させることであった。これにより地方財産税が全

廃されたわけではないが,著しくその税収を減少させる

ことになった。そのかわりに州レベルでの税収が,売上

税や利用税の増税などで増大し,それにより初等中等教

育費の州と地方学区との負担割合を大きく運転させるこ

とになった。すなわち1993-94年度では地方学区の割合

が63.0%,州の割合が37.0%であったのが, 1994-95年

には州の割合が80%,地方学区の割合が20.0%となり,

きわめて急激な転換がなされた。

こうした税制度の転換と共に,州補助金制度の方式も,

地方学区財政力均等化補助金(district power equalizing

program)から標準教育費補助金に転換となった。こ

のことは,州レベルですべての地方学区に保証する教育

費支出額を定めることになる。つまり補助金方式におい

ても,州の責任が明確となり,重要となったことを意味

している。

ミシガン州での学校財政制度改革は,財産税の納税者

にとっての利益を踏まえたものであり,学校財政制度に

おける納税者の視点の重要性を示していると言えよう。

(5)ニューハンプシャー州

ニュ-バンプシャー州は全米の州の中で初等中等教育

費の負担割合が最も低い州であった1995-96年度にお

いても,連邦からの資金が3.3%,州からはわずかに7.0

%,そして地方学区から87.1%という割合であった。

この割合は極端に低い数値であり,学校財政において州

はほとんど役割を果たしてこなかったと言ってもよいで

あろう(28)。

ところがニュー-ンプシャ-州においても,適切性の

考え方に基づく訴訟が展開されることになる。 1997年

に州最高裁は,州のすべての生徒に適切な教育を提供す

るのに失敗しているとして,学校財政制度が州憲法に反

しているという判決を下した。この判決においても1989

年のケンタッキ-州でのローズ判決が引用されていた(29)。

1999年に再び違憲判決が出されたのをうけて, 1999

年に州の学校財政制度を修正する法律が制定された。そ

こでの主要な目的は州の新しい税制度を構築することで

あり,適切な教育を支援するのに必要な財源を得るため
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に,州の統一的財産税制度の創設を規定していた。州補

助金の基礎となる適切な教育のための費用は,生徒数を

基礎に算定される。生徒数は,初等学校の生徒が1.0,

-イスクールの生徒が1.2として算定される。また障害

を持った生徒は1.0の追加算定,低所得家庭の生徒の割

合が高い都市やタウンも追加的な算定を受けることにな

る(30)。これは子どものニーズに配慮した補助金額の決定

となるが,教育内容に応じた教育費の算定とはなってい

ない。ニュー-ンプシャ-州の場合,適切な教育の費用

を支援するためには,まず州の財源を十分に確保するこ

とが先決であり,教育内容にまで踏み込んで適切な教育

の費用を算定するところまでは進むことはできていない

と言えるであろう。ニュージャージー州と比較すると,

適切な教育のための費用の捉え方に相違を見ることがで

きる。

(6)テキサス州(31)

テキサス州は1970年代にロドリゲス判決を経験し,

以来学校財政制度の改革に長らく取り組んできた州であ

る。特に1989年にエジウッド判決により違憲の判断が

下されて以降,裁判所の示した合憲の基準を満たす制度

改革が繰り返されてきた。テキサス州では地方学区間の

財産価値の徹底した均等化が図られ,別の地方学区との

統合,地方学区内の地域の分離や併合,クレジットの購

入,居住していない生徒に対する教育の契約,別の地方

学区との税基盤の統合といった措置をとることにより,

生徒1人あたりの財産価値を280,000ドル以内に抑える

ことが必要となっている。

このような制度改革は,地方学区間の財政力の均等化

を目指したものであり,財政中立性の原則の追求であっ

たと言える。また納税者にとっての公正でもあった。し

かしこのことは,教育の必要性,子どもにとっての必要

性の観点からの制度改革ではなかったということができ

る。地方学区に対してどの程度の教育費レベルを保証す

ることが必要なのかの議論からの制度改革も必要となる

であろう。

テキサス州教育委員会が1995年にまとめた「公教育

の長期計画1996-2000」において, 2000年までにテキサ

ス州公教育の財政が,適切で,平等で,効率的になるよ

うにする,公教育費の州の負担割合を増大させると述べ

ていた{32)。適切な教育のための財政制度の構築が政策課

題として意識されてはいる。今後どのように実現される

のかが注目される。

(7)ヴァーモント州(33)

ヴァーモント州では, 1997年2月に州最高裁により学校

財政制度の違憲判決が下され,それに応えて同年6月に教

育機会均等法(Equal Educational OpportunityAct)が

制定された。問題となったのは,地方学区間の教育費格差,

税負担の格差であり,そうした格差を是正し,子どもの教

育を受ける機会の均等化を図ることが求められた。

ヴァ-モント州では,地方学区が財政的に独立し,毎年

タウンミーティングで投票によって税率や税収等を決定す

るという分権的制度であった。地方学区の教育費負担割合

も約7割を占めていたほどであった。しかし教育機会均等

法の制定により,財産税の税率や税収が州レベルで決定さ

れ,財産税が州の税と言えるような制度となり,州の権限

が強まることになる。集権的制度への移行を通じて地方学

区間の均等化を図ろうとしていたと捉えられる。ヴァーモ

ント州においても,税制度の改革を通じた地方学区問の均

等化が図られたと言えよう。

5.おわリに

7つの州での1990年代における学校財政制度改革の実

態を概観してきた。それらを見ると,ケンタッキー州,マ

サチューセッツ州,ニュージャージ州では,適切性の考え

方を具体化しようとした改革であったのに対して,残りの

ニューハンプシャー州,ミシガン州,テキサス州,ヴァー

モント州では,適切な教育のあり方よりも地方学区問の均

等化,地方学区に対する財産税の負担の軽減といった従来

の学校財政制度における公正の考え方に基づく改革であっ

たと言えよう。しかもそれは納税者の観点からの公正の考

え方であった。

ただ後者の州であっても,テキサス州の州教育委員会の

レポートに見られたように,またニューハンプシャー州で

も適切な教育のための費用を提供することが改革の目的と

なっていたように,適切性の考え方と全く無関係に改革が

進められていたわけではない。このことは逆に,適切性を

実現しようとする際には,納税者の視点も必要であるとい

う認識の重要性を示していると言えよう。

また適切性の実現には十分な資金が必要となり,その財

源確保のために州の教育費支出の増大,州の責任の増大が

見られた州が目立っo特にニュー-ンプシャ-州,ミシガ

ン州は飛躍的な増大を見せていた。ケンタッキー州でも地

方学区の自由裁量の余地を残しつつも地方学区が獲得でき

る収入に州が上限を設定していたoニュージャージー州で

は,地方学区が効果的に,効率的に資金を運用するように,

その計画を提出させて監視をし,場合によっては地方学区

の決定を変更させるような関与をする規定も設けられてい

た。財源の確保,均等化のための規制,効果的,効率的資

金運用を促す監視といった役割を州が担っている,またそ

の役割が増大していると見ることができる。

他方で教育改革を進める上では,地方学区レベル,学校

レベルに意思決定を委ねることも必要となる。オッデンは,

スクールペーストマネージメントへの転換の必要性を主張

している(341。ケンタッキー州教育改革法は,学校レベルで
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の意思決定を基礎とする学校管理制度へと改革するもので

もあったのである。このことは,州,地方学区,そして学

校との関係を再構築する必要性を示している。適切性,す

なわち高い教育効果を達成するには十分な資金を必要とす

るが,それは地方学区だけで,学校だけで確保することは

不可能であり,州の責任により保証されなければならない

であろう。補償教育補助金や障害児教育,バイリンガル教

育などについては連邦の補助金も重要であり,連邦との関

係も再検討する必要性も出てくるであろう。

アメリカ合衆国における学校財政制度が,今後いかなる

方向に進んでいくのか,まだ不確定さを残している。適切

な教育にはどの程度の費用を必要とするのか,誰がどのよ

うにその財源を確保し,またどのように運用するのか,そ

してアウトプットに基づく学校財政制度の構築,アウトプッ

トを支援する学校財政制度の構築は,どのように実現され

るのか,今後の動向が注目される。
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Tomoaki CHIKUSA

The Purpose of this paper is to review the reforms of state school finance in 1990s in U.S.A. and to

consider the linkage between a school finance system and encouraging higher performance.

School finance litigation in Kentucky, Montana, Texas in 1989 and New Jergy in 1990, which ruled

their systems unconstitutional, led to third wave of school finance litigation. School finance litigation have

been filed in many states and have promoted school finance reforms in 1990s. The theory of third wave

litigation is adequacy. Adequacy refers to resources that are sufficient (or adequate) to achieve some educa-

tional result( Clune 1995). Equity is equal resources. It is important to consider school finance systems in

terms of both adequacy and equity.

This Paper reviews reforms of school finance systems in Kentucky, Massachusetts, Michigan, New Jersey,

New Hampshire, Texas and Vermont・ They can be classified into two types. The one type is reforms in

Ketucky, Massachusetts and New Jersey. The reforms were to aim at restructuring the school finance

system so as to enhance student performance. The other type is reforms in Michigan, New Hampshire,

Texas and Vermont. The reforms were to aim at revising tax systems in order to increase state revenue

or todiminish the state's reliance on local school property taxes. Their aim is targeted at taxpayers.

Adequacy needs sufficient resources and so states need to support school districts and schools. It is

important balance local control and state responsibility.
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